
令和〇〇年（再）第〇〇号

再生計画案

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇地方裁判所民事第〇部　御中

再生債務者代理人　弁護士　〇　〇　〇　〇　印

　　株式会社〇〇〇〇
代表者代表取締役　　〇　〇　〇　〇
　　〇　〇　〇　〇


第１　再生計画の基本方針
１　申立てに至った経緯
　（破綻原因について当該事案の特殊性等を踏まえ言及する）
２　申立後の経過
　（申立後の事業経過と今後の見通し等について具体的に言及する）
３　再生計画の骨子
　（主たる弁済原資，金融機関やスポンサー等の支援先，弁済方法等に関する再生計画の骨子について言及する）

第２　再生債権に対する権利の変更および弁済方法
１　再生債権
　再生債権者総数，確定再生債権者等は，次のとおりである（別表１「再生債権弁済計画表」，２「未確定債権一覧表」）。
再生債権者総数　　　〇〇名
確定再生債権総額　　　 ×,×××,×××,×××円（別表１）
（内訳）元本　　　　　 ×,×××,×××,×××円
利息・遅延損害金　　××,×××,×××円

２　一般条項
(１)　権利の変更
ア　元本〇〇万円以上の再生債権については，元本の〇〇パーセント，開始決定日の前日までの利息・遅延損害金の〇〇パーセント，および開始決定日以降の利息・遅延損害金の全額について免除を受ける。
イ　元本〇〇万円未満の再生債権については，利息・遅延損害金の全額について免除を受ける。
(２)　弁済の方法
ア　元本〇〇万円以上の再生債権については，前記(１)アによる免除後の残額につき，次のとおり分割して支払う。
第１回目　再生計画認可決定の確定した日から１か月以内に，再生債権の〇〇パーセントに相当する額
第２回目以降　令和〇〇年から〇〇年まで，毎年〇〇月末日までに，その〇パーセントに相当する金額
イ　元本〇〇万円未満の再生債権については，前記(１)イによる免除後の残額につき，再生計画認可決定の確定した日から１か月以内に全額を支払う。

３　個別条項
(１)　権利の変更
　別表１「確定再生債権弁済計画表」記載の再生債権については，再生計画の認可決定が確定したときに同表「再生債権免除額」欄記載のとおり免除を受ける。
(２)　弁済方法
　免除後の金額を，別表１「弁済方法」欄記載のとおり支払う。
４　再生債権額が確定していない再生債権に対する措置
別除権者の再生債権について
　別除権が行使されていないものについては，別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分（以下「不足額」という。）が確定したときに，前記２の定めを適用する。なお，再生債務者が別除権者から不足額が確定した旨の通知を受けた日に既に弁済期が到来している分割金については，当該通知を受けた日から２週間以内に支払う。
５　弁済に関するその他の事項
(１)　免除における端数処理
　再生債権の免除において生じる免除額の１円未満の端数は，切り上げる。
(２)　分割弁済における端数処理
　再生債権に対する分割弁済において生じる1,000円未満の端数は，最終弁済期日の分割弁済分以外はそれぞれ1,000円に切り上げる。最終弁済期日の弁済額は，総弁済金額から最終弁済期日の前回までの分割弁済額の合計額を控除した金額とする。
(３)　支払の方法
　再生債権における弁済は，再生債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
　振込手数料は再生債権者の負担とする。

第３　共益債権の弁済方法
　令和〇〇年〇〇月〇〇日までに発生した共益債権の未払残高は，金×,×××,×××円である。
　上記未払共益債権及び令和〇〇年〇月〇日以降に発生する共益債権は，随時支払う。

第４　一般優先債権の弁済方法
　令和〇〇年〇〇月〇〇日までに発生した一般優先債権の未払残高は，次のとおりである。
１　公租公課
(１)　債権者総数　〇〇名
(２)　債権総額　　　××,×××,×××円
（内訳）本税等　××,×××,×××円
延滞税　　×,×××,×××円
２　従業員の未払賃金・賞与金債権
(１)　債権者総数　〇〇名
(２)　債権総額　　　××,×××,×××円
　上記未払一般優先債権および令和〇〇年〇月〇日以降に発生する一般優先債権は，随時支払う。

以上

